
は　　し　　が　　き

―令和３年版の発刊に際して―

本書は，市町村の職員の皆さんが予算を策定する場合や市町村議会の議員の
方々が議会において予算審議を行うに当たって，予算の編成がどのような手順で
なされ，また，予算書の作成に当たって留意すべき点はどこか，さらには，議会
における予算審議がどのように行われ，これを行うに際しての留意点は何かとい
う観点から，予算のつくり方や見方について，できるだけ詳細にかつ平易に説明
することを目的にした実務書です。
地方公共団体が，新型コロナウイルス感染症や相次ぐ災害などにより厳しい状

況におかれている今日，これらに適確に対処していくためには，積極的な情報公
開の下に，極力無駄を廃し，効率的な行財政運営を行って，自己決定・自己責任
の原則に即して施策を推進し，その地域的特性や住民の意向に沿った特色のある
地域社会を作り上げて行くことが強く求められています。
地方公共団体をとりまく社会経済情勢が目まぐるしく変化し，かつ厳しい状況

の下で，財政基盤の弱い団体が多い市町村が，その予算編成を行うに当たって
は，地方交付税，地方税，地方債及び国庫補助負担金などの制度改正の動向を的
確に把握し，これに沿って歳入額を正確に見積もるとともに，その歳出について
も施策の重点化を図り，効率的に行財政運営を進める見地からの予算編成を行う
必要があります。
本書は市町村職員の皆さんが予算を作る場合の参考となる実務書を目指してい

ることから，市町村における予算書様式の例を示し，それに沿った形で解説する
ことを心がけており，今後もこの観点からの記述内容及び記述方法の改良に力を
注いで行きたいと考えております。
なお，多年にわたり，本書の充実に力を注いでこられた前著者である小笠原春

夫氏が令和３年４月に急逝されました。心から哀悼の意を表します。小笠原氏が
これまで本書に注いでこられた熱意を無にすることはあまりに忍びなく，甚だ僭
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越ではございますが，生前小笠原氏より御指導をいただいた有志により「地方自
治予算制度研究会」として，本書の執筆を引き継がせていただくこととなりまし
た。
短期間の作業であり不充分な点も多々あろうかと存じますが，宮川さんはじめ
学陽書房編集部の皆様の御協力も賜り，何とか発刊することができました。市町
村の予算編成を担当する皆様に少しでも参考としていただければ幸いです。

令和３年 10 月

地方自治予算制度研究会　
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１　地方財務会計制度の特質

地方公共団体は，「住民の福祉の増進を図
ることを基本として，地域における行政を自
主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」
ものとされており（法１の２①），このことか
ら，地方自治法第１編第９章の規定に基づい
て地方公共団体が行う財務会計活動（以下
「地方公共団体の財務会計活動」という。）の主た
る目的も，この地方公共団体に課せられてい
る役割を実現するために当該地方公共団体が
行う諸活動に伴って必要となる現金や人員な
どの資財を調達し，それを適正に維持管理し
又は処分することであるといえる。
したがって，地方公共団体においては，ま
ず，達成しようとする行政目的が設定され，
地方公共団体の財務会計活動は，あくまで
も，これを適正かつ能率的に達成する上で必
要な活動であるということであり，必ずしも
経済的利益獲得のための活動（以下「経済的活
動」という。）を伴うことを存立要素としない
活動であり，経済的利益を全くもたらさない
活動をもあり得るものである。
このことから，地方公共団体の財務会計活

動について規定している地方自治法第１編第
９章の規定に基づく制度（以下「地方財務会計
制度」という。）においては，まず，具体的な
個々の財務会計活動を通じて展開しようとし
ている行政活動の目的を明示することが，最

も重要となると考えられ，それ故に，地方財
務会計制度においては，これを明示している
予算が何よりも重要視されてきたのであり，
その結果の追求，すなわち，地方財務会計制
度における決算制度においても，第一義的に
求められているのは，予算で定められている
とおりに，財務会計活動が実行されたかとい
うことについての評価・実証であって，必ず
しも実行された結果についての評価・実証で
はなかった。
これに対して，個人や財団・社団又は会社
などの活動主体（以下，個人を含めて単に「私
企業」という。）が行う財務会計活動を律する
ために設けられている民法や商法などの規定
に基づく財務会計制度（以下「私企業会計制度」
という。）においては，活動主体である私企業
がその存立基盤を確立するために行う経済的
活動を律することが第一義的な目的となって
おり，地方財務会計制度上における財務会計
活動のような経済的活動を全く伴わない財務
会計活動は考えられないなど，地方財務会計
制度と私企業会計制度とは明らかにその制度
構築の目的が異なるものがあるといえる。

２　地方財務会計制度と私企業会
計制度との相違点

上記「１」で述べた地方財務会計制度の特
質は，多少の相違点があるものの財政法（昭
和 22 年法律第 34 号），会計法（昭和 22 年法律第
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35 号），予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第
165 号）などの諸法令の規定に基づいて施行
運営されている国の財務会計制度にも共通す
るものである。（以下，この二つの制度を総称し
て「公会計制度」という。）。
したがって，公会計制度と私企業会計制度
との相違も，上記「１　地方財務会計制度の
特質」と共通するものではあるが，これをも
っと詳しく具体的にいえば，次のようなこと
になる。
⑴　予算における財務活動目的明示の必要
性
公会計制度における財務活動は，住民の福
祉増進などのための行政執行等を適正に行う
ために行われるものであり，このことから，
公会計制度では，個々具体の財務会計活動の
内容とともに，これを通じて行おうとしてい
る行政目的が極めて重要視され，予算上，そ
の科目区分である「（款）・（項）・（目）・
（節）」の事務事業名という形で明示される。
これに対して，私企業会計制度においては，
当該財務会計活動の内容は示されることはあ
っても，その目的達成のために行なう財務会
計活動には必然的に経済的活動を伴うもので
あり，公会計制度における財務会計活動のよ
うに明示されているその目的達成のためだけ
の財務会計活動というわけではないので，こ
れが予算の上で抽象的に示されることはあっ
ても，多くの場合，財務活動を行う上では，
そのこと自体が公会計制度における財務会計
活動のように特別な意味をもっているわけで
はないと考えられる。
⑵　フロー主義とストック主義
公会計制度においては，個々具体の財務会
計活動について，これを行う行政上の目的が
予算上明示されていることから，その結果に
対する監視及び評価をする決算制度において
も，まず，何よりも予算に定められた行政目
的どおりに執行されたかが最大限に重視され
るものとなっている。したがって，これまで
の公会計制度上での決算制度においては，

個々具体の財務会計活動が予算に定められて
いる内容どおりに執行されているかというフ
ロー面が重視され，当該活動の結果がどうな
っているかというストック面が不当に軽視さ
れてきている。
これに対して，私企業会計制度において

は，当該財務会計活動には必然的に経済的活
動を伴うものであることから，個々具体の財
務会計活動の結果，利潤が出ているかどう
か，出ているとすればどれくらいか，その結
果として資産や負債の状況はどうなっている
か等のストック情報が決算上明示される仕組
みとなっている。
⑶　現金主義と発生主義
公会計制度においては，個々具体の財務会

計活動が予算で定められている内容どおりに
執行されているかどうかの評価が極めて重要
視されていることから，予算執行手続はすべ
て当該地方公共団体への現金の出入りを捉え
て行われ，また，その結果を記録する記帳制
度，そして，この記帳記録に基づいて調製さ
れる決算書等の関係書類も，当該地方公共団
体への現金の出入りのみが記録される仕組み
となっており，したがって，当該地方公共団
体への現金の出入りを伴わない固定資産や償
却資産の減価償却費，職員が退職した場合に
生ずる退職金等の給付費用などは，記録され
ないという現金主義を採っている。
これに対して，私企業会計制度において

は，当該財務会計活動によって得られた，当
該活動主体の資産や負債などの状況を正確に
捕捉することが重要であることから，現実に
現金の出入りがない場合でも，資産や負債が
発生した場合には，それをも当該地方公共団
体の資産や負債として捉え記帳記録し，これ
を基にして決算書等の調製を行うこととされ
ている。
⑷　総計予算主義と純計予算主義
公会計制度においては，個々具体の財務会

計活動が予算で定められている内容どおりに
執行されているかどうかの評価が極めて重要


